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〈第１号研修〉

〈第３号研修〉

Masayo Iwabuchi


Masayo Iwabuchi


Masayo Iwabuchi
一部の行為を行う類型：〈第２号研修〉�

Masayo Iwabuchi
は一部の行為について実施します。一行為から実施可能です。�

Masayo Iwabuchi


Masayo Iwabuchi
※一部の行為について実施�



※経過措置



※現在、栃木県では、登録研修機関でのみ実施されています。

◇　国際医療福祉大学　◇　ＴＢＣ福祉教育センター　◇　ほけんし株式会社
◇　株式会社オールスター・Ｌａｂ　◇　一般社団法人日本介護教育協会
◇　株式会社プレゼンス・メディカル　◇　株式会社オーボックス　

★栃木県では、第１号及び第２号研修について、７つの登録研修機関が研修を実施しています。
　（平成31（2019）年３月１日現在）
　研修機関の照会先は栃木県ホームページを御確認ください。
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※介護福祉士が行為を実施

※介護職員等（認定証の交付を受けた
介護福祉士を含む）が行為を実施
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喀痰吸引等研修（第一号、第二号研修）の「実地研修」について、平成 24～26 年度に県が開催

した基本研修を受講した事業所等においては、当該事業所等と県の間で実地研修委託契約を締結

し、実地研修を実施してきました。 

 この委託契約の期間満了日については、基本研修受講年度の末日（3月 31日）を一区切りとし、

以降事業所等と県のどちらか一方あるいは双方から特別な申出のない限り、契約を４回更新でき

る規定になっているため、 

 平成 24（2012）年度に契約した事業所等については、平成 29（2017）年３月 31 日まで 

 平成 25（2013）年度に契約した事業所等については、平成 30（2018）年３月 31 日まで 

 平成 26（2014）年度に契約した事業所等については、平成 31（2019）年３月 31 日まで 

の契約に更新されています。 

 契約期間満了後の取扱いですが、平成 27年度から本研修は登録研修機関での実施となっており

ますので、県は実地研修委託契約の再締結は行いません。 

 契約期間中に実地研修を修了しなかった介護職員等が、契約期間満了後に実地研修を実施する

場合は、登録研修機関へ受講手続を行い、基本研修免除により実地研修へ移行することとなりま

す。 

 

★栃木県では、７つの登録研修機関が研修を実施しています。（平成 31（2019）年３月１日現在） 

 研修機関の照会先は栃木県ホームページを御確認ください。 

 ◇ 国際医療福祉大学 ◇ TBC 福祉教育センター ◇ ほけんし株式会社 

 ◇ グローバルケアアカデミー ◇ 一般社団法人日本介護教育協会  

 ◇ 株式会社プレゼンス・メディカル ◇ 株式会社オーボックス 

★喀痰吸引等制度関係ホームページについて 

 □ 介護職員等による喀痰吸引等（たんの吸引等）の制度の概要 

   ホーム > 福祉・医療 > 高齢者 > 介護保険 > 介護保険情報  

> 介護職員等による喀痰吸引等（たんの吸引等）の制度について 

 □ 喀痰吸引等（たんの吸引等）業務に必要な手続 

   ホーム > 福祉・医療 > 高齢者 > 介護保険 > 介護保険情報 > 介護職員等による喀痰吸

引等（たんの吸引等）の制度について  

> 介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引等)業務に必要な手続きについて 

 □ 喀痰吸引等研修の受講 

   ホーム > 福祉・医療 > 高齢者 > 介護保険 > 介護保険情報 > 介護職員等による喀痰吸

引等（たんの吸引等）の制度について  

> 介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引等)実施のための研修について 

介護職員による喀痰吸引等についてのお知らせ 

～喀痰吸引等研修（第一号、第二号研修）実地研修事業 業務委託契約の 

期間満了後の取扱いについて～ 


